
平成 29年度 

滋賀県トレセン女子 U-18要項 

 

１．趣 旨 

  県下各地で育成されている選手の中から、将来県の代表選手として成長しうる優秀選手を発掘

し、次代の滋賀県サッカーを代表する選手を育成する。また、この研修会を通して選手及び指導

者の交流を密接にし、レベルアップのための研修会を深めるとともに、優秀選手の発掘、育成に

一貫性のあるトレセン制度の充実と発展を図るものである。 

 

２．主 催     滋賀県サッカー協会 

 

３．主 管    女子委員会  

 

４．開講時期     平成 29年 7月～平成 30年 2月 

 

５．会 場     八幡商業高校、国際情報高校、その他 

 

６．活 動 費     ￥3,000 

 

７．選手選考の基準 

  選手の成長過程を十分に把握したうえで、現時点での能力の総合的な高さをまず評価し、さら

に選手の資質、才能、潜在能力、顕著な優れた特徴を重視した選手の将来性を追求した選考で

あること。 

 

８．選手参加資格 

 選手はできるだけ広範囲から選抜し、高校・クラブチームに所属し、当年度 7月までに協会加盟

登録された高校生女子選手であること。また、トレセン活動を最優先できること。（チームでの遠征

や練習試合と重なってもトレセンの活動を優先できる者） 

 

９．担当・指導 

指導スタッフは、日本サッカー協会、滋賀県サッカー協会技術委員が担当し優秀選手の発掘と

育成に一貫性のある指導を行う。 

 

１０．その他 

 ※万一けがの場合は応急処置し、保険範囲以外の責任は負わない。  

（スポーツ保険に全員加入します） 


